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平成２９年度第４回常滑市教育委員会定例会会議録（概要） 

 

開  催  日 平成２９年７月２０日(木) 

開 催 場 所 常滑市役所４階第３会議室 

時     間 開会  午後１時３０分 

閉会  午後２時１０分 

出 席 委 員 教育長職務代理者 鬼 頭 明 美   委   員  渡 辺 慶太郎 

委   員  久 田 孝 寛   委   員 伊 藤   直 

欠 席 委 員 教 育 長 加 藤 宣 和 

出席した職員 教 育 部 長 山 崎 巌 生   学校教育課付課長 佐 藤 茂 樹   

生涯学習スポーツ課長 浜 崎 博 充学校給食共同調理場長 澤 田 真 宏    

傍  聴  者 なし 

事 務 局 学校教育課副主幹 芦萱珠代  学校教育課主任 服部将規 

議     案 

 

（１）平成３０年度使用小・中学校教科用図書採択について 

（２）平成２９年度２学期学校訪問（訪問委員の決定）について 

（３）常滑市教育委員会公印規則の一部改正について 

その他（諸報告） 行事連絡（７月～９月） 

 

発言者 発言の要旨 

 

 

 

教育長職務代理者 

 

 

 

教育長職務代理者 

 

 

 

 

 

教育長職務代理者 

 

学校教育課付課長 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項に基づ

き、鬼頭明美教育長職務代理者が会議の進行を務める。 

 

平成２９年度第４回教育委員会定例会を開催する。 

 平成２９年度第３回教育委員会定例会会議録を各委員に諮り承認

された。 

 

会議録署名委員に伊藤直委員を指名した。 

 

教育長の報告事項の詳細につきましては、次回の定例会に於いて

報告していただくということで、委員全員ご了承いただいた。 

本日は３つの議案を審議する。 

 

議案第１号、「平成３０年度使用小・中学校教科用図書の採択につ 

いて」の説明をお願いします。 

「平成３０年度使用小・中学校教科用図書の採択について」の資

料に基づき説明をさせていただきます。 

平成３０年度使用小・中学校教科用図書は「平成３０年度使用義 

務教育諸学校教科用図書の採択基準」により、平成２９年度と同一 

の教科書を採択することとなっています。そして、知多教科用図書 



2 

発言者 発言の要旨 

学校教育課付課長 

 

 

 

 

 

教育長職務代理者 

 

 

 

委員全員 

教育長職務代理者 

 

 

 

学校教育課付課長 

 

 

 

 

 

教育長職務代理者 

委員１ 

 

 

委員２ 

 

 

 

委員３ 

 

 

委員１ 

 

 

委員２ 

 

 

採択地区協議会から本年度と同一の教科書を承認するよう求めてい

ます。 

常滑市教育委員会におきましても、知多教科用図書採択地区協議 

会からの原案のとおり、平成３０年度使用小学校教科用図書採択に

ついて、平成２９年度と同一の教科書を採択することを承認してい

ただきたいと思います。 

今の説明について、ご意見はありませんか．  

 それでは、採決に入ります。 

 平成３０年度使用小・中学校教科用図書は、知多教科用図書採択 

地区協議会で答申されたとおりでよろしいでしょうか。 

 異議なし。 

 異議なしと認め、本案を承認することとします。 

 続きまして「平成３０年度使用『特別の教科 道徳』小学校教科

用図書採択について」の審議を行います。事務局から説明をお願い

します。 

「平成３０年度使用『特別の教科 道徳』小学校の教科用図書採 

択について、資料に基づき説明。 

各委員におかれましても、前回の学習会で教科書をご覧いただき 

採択用の図書を見ていただきました。「知多採択地区での共同採択」

という趣旨を尊重のうえ、ご審議、ご承認いただきますようお願い

申し上げます。 

 ただ今の説明について、どなたか、ご意見はございませんか。 

 前回の学習会ですべての教科書を見たのですが、どの教科書もカ

ラーの写真や挿絵やイラストや図を使って、子どもたちの関心を引

き付ける工夫がみられました。 

 どの教科書もスケートの浅田真央選手、大リーグのイチロー選手

などスポーツなどの著名人を載せていました。さらにノーベル賞受

賞の山中伸弥さんやパラリンピックの選手、歴史上の偉人の紹介し

て改めて読んでみて引き込まれました。 

 どの教科書を見ても、絵やイラストがカラフルだという印象を 

持ちました。活字も大きく見やすい書体が多かったと思います。ふ

りがながある学年もあり、読みやすいなと感じました。 

 学校図書と廣済堂あかつきと日本文教には、分冊のノートがあり 

ました。自分の考えの整理と理解を助けたり、友だちと自分の考え 

を比べたりしやすくなるなと感じました。 

 東京書籍は、全学年に情報モラルの教材がありました。スマート 

フォンや携帯の使い方はもちろんですが、黒板へのいたずら書きか 

ら情報の伝わり方を考えさせるものもありました。また、「いじめの 
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 発言者 発言の要旨 

委員２ 

 

委員３ 

 

 

 

 

委員１ 

 

 

 

 

 

委員２ 

 

委員３ 

 

 

 

教育長職務代理者 

教育長職務代理者 

 

 

 

委員全員 

教育長職務代理者 

 

 

 

 

教育長職務代理者 

 

学校教育課付課長 

教育長職務代理者 

 

 

 

ない世界へ」といじめ防止についての内容がはっきりと示されてい

ました。 

 教育出版は、モラルスキルトレーニングが各学年に取り入れられ

ていました、子どもたちは、やったほうがよいとは思っていますが、

実際には恥ずかしくてやれないなどの思いがあると思います。それ

を授業の中で扱うことで実際の生活で生かせる、やろうとする気持

ちを高められると思いました 

 東京書籍は、愛知県教育委員会の選定資料案にもありましたが、

いじめを取り扱った教材が用意されていて、目次では「いじめのな

い世界へ」といじめ防止についての内容がはっきりと示されていま

した。また、全学年に２か所ずつ「出会う・ふれ合う」という学習

ページがありました。人との関わりの中で、多面的、多角的な見方

や考え方ができると感じました。 

 東京書籍は、教材のページの下の方に、言葉の意味の注釈などが

少なくて教材が読みやすくなっているところがよいと思います。 

 私も教育出版もよいと思いましたが、確かに東京書籍は「いじめ

のない世界へ」や「出会う、ふれ合う」などで見方や考え方を多角

的多面的にとらえるような工夫が見られました。私も東京書籍で異

論ありません。 

他にご意見ございますか。 

 それでは、採決に入ります。 

 平成３０年度使用『特別の教科 道徳』小学校道徳の教科用図書

の採択について、知多教科用図書採択地区協議会で承認されたとお

りでよろしいでしょうか。 

 異議なし。 

 異議なしと認め、本案を承認することとします。 

 ご審議、ご承認いただきありがとうございました。知多教科用図 

書採択地区協議会の答申を承認し教科書を採択したことを報告させ 

ていただきます。 

 

 議案第２号、平成２９年度２学期学校訪問（訪問委員の決定）に

ついての説明をお願いします。 

 資料に基づき説明。  

 ９月１１日（月）鬼崎南小学校は、渡辺委員と鬼頭委員。９月 

２０日（水）青海こども園は、鬼頭委員と久田委員。９月２２日（金） 

鬼崎北小学校は、久田委員。９月２７日（水）常滑幼稚園は、鬼頭 

委員。１０月１１日（水）常滑中学校は、渡辺委員と伊藤委員。 
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 発言者 発言の要旨 

教育長職務代理者 

 

 

 

教育長職務代理者 

 

教育部長 

教育長職務代理者 

教育長職務代理者 

教育部長 

 

 

委員２ 

 

教育部長 

 

教育長職務代理者 

委員３ 

 

 

 

 

 

教育部長 

 

教育長職務代理者 

 

委員全員 

教育長職務代理者 

 

教育長職務代理者 

事務局 

教育長職務代理者 

 

 

 

 

１０月２４日（火）三和小学校は、久田委員と伊藤委員。１１月６ 

日（月）西浦北小学校は渡辺委員。１１月７日（火）常滑東小学校 

は、鬼頭委員と伊藤委員で決定とさせていただきます。 

 

議案第３号、常滑市教育委員会公印規則の一部改正について説明 

をお願します。 

 資料に基づき説明。 

 何かご質問ございますか。 

 監査という立場の人はどちらからみえるのでしょうか。 

監査事務局という部局に監査委員という方が見えます。２人体制

で、税理士をしてみえるプロの方と、市議会議員の監査委員の方で

監査をしていただいております。 

確認ですが、各学校に保管されている印鑑が、本来、公印として

位置づけすべき物が、今まで抜け落ちていたということでしょうか。 

そのとおりでございます。それを、規則に位置づけることによっ

て、初めて有効となります。 

他にご質問ございますか。 

１３校の内、常滑東小学校と常滑中学校の２校が「校長職務代理

者印」というのを保管されているということでしょうか。実際現場

では、職務代理者という者はいないのではないかと思いますし、こ

の２校だけが、保管されているが、実際に使用されていないのであ

れば、他校との釣り合いがとれないので、この際、廃棄等の措置を

したほうがいいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

一度、調べさせていただき、不要な物であれば、削除させていた

だきます。 

他にご質問ございますか。 

第３号議案について、ご承認いただけますか。 

異議なし。 

議案第３号は、承認する。 

 

行事連絡（７月～９月）について報告をお願します。 

資料に基づき説明。 

他になければ、これをもって平成２９年度第４回教育委員会定例

会を閉会します。 

 


